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(57)【要約】
　ラベルシートの貼り直しが行われているか否かを表面
の状況を観察することで判別できて、開封確認、偽造、
偽装を検査することができる再帰反射体ラベルシート及
び該再帰反射体ラベルシートが固着された物品を提供す
る。
　再帰反射体ラベルシート１は、基材層１０と、基材層
１０の一方の面に積層され検出光が一定方向より入射す
るときに該検出光を同方向に再帰反射しうる再帰反射層
２０と、基材層１０の他方の面に積層され物品に粘着す
る粘着層３０と、再帰反射層２０の表面の少なくとも一
部に設けられた易破壊層４０と、基材層１０の粘着層３
０側の表面に印刷により形成される意匠又は文字等から
なる背景情報５０を有してなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層と、
　該基材層の一方の面に積層され検出光が一定方向より入射するときに該検出光を同方向
に再帰反射しうる再帰反射層と、
　上記基材層の他方の面に積層され物品に粘着する粘着層と、
　上記再帰反射層の表面の少なくとも一部に設けられた易破壊層と、を備えてなり、
　上記再帰反射層が、光屈折体層と、該光屈折体層をその表面部が露出した状態に保持す
る保持層と、上記光屈折体層の表面部と反対側の面に積層され又は上記保持層の内部に積
層された反射層と、を有してなり、
　上記易破壊層が、摩擦力に対する易破壊性を有する物質で形成されてなる、
再帰反射体ラベルシート。
【請求項２】
　前記易破壊層が、自然光下で透明であるか又は前記反射層が着色してなる場合にこの色
と判別し難い色を有する透明物質で形成されてなる、請求項１に記載の再帰反射体ラベル
シート。
【請求項３】
　前記基材層と前記粘着層との間に、前記物品に粘着された状態から剥離されることで剥
離崩壊し前記物品の少なくとも一部に残留する剥離崩壊層を有する、請求項１に記載の再
帰反射体ラベルシート。
【請求項４】
　前記反射層が、光の干渉作用により構造色を生じる、請求項１ないし３のいずれかに記
載の再帰反射体ラベルシート。
【請求項５】
　前記再帰反射層の側辺に切れ込みが設けられている、請求項１ないし４のいずれかに記
載の再帰反射体ラベルシート。
【請求項６】
　前記光屈折体層が、前記基材層に積層された熱可塑性樹脂からなる保持層の表面に一部
が埋め込み状態にかつ敷き詰め状態に保持された複数のガラスビーズからなる、請求項１
ないし５のいずれかに記載の再帰反射体ラベルシート。
【請求項７】
　前記再帰反射層が透明であり、前記基材層のいずれかの表面に意匠又は文字を有してな
る背景情報が形成されている、請求項１ないし６のいずれかに記載の再帰反射体ラベルシ
ート。
【請求項８】
　偽造防止シールである、請求項１ないし７のいずれかに記載の再帰反射体ラベルシート
。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の再帰反射体ラベルシートが固着された物品。
【請求項１０】
　偽造防止物品であるか又は該偽造防止物品を収容した収容体物品であって、前記再帰反
射体ラベルシートが固着された、請求項９に記載の物品。
【請求項１１】
　複数の部材を組み合わせてなる物品であって、該複数の部材に閉じ合わせ目に被さるよ
うに前記再帰反射体ラベルシートが固着された、請求項９に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再帰反射体ラベルシート、例えばガラスビーズ（以下、光屈折体と総称する。
）が露出したオープンタイプの再帰反射体ラベルシート及び該再帰反射体ラベルシートが
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固着された物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　再帰反射体は、反射体としての例えばガラスビーズに入射した光が再び入射方向へ帰る
反射現象を利用したものであり、光屈折体であるガラスビーズ層とその下方に設けられた
反射層とから構成されている。再帰反射体には、ガラスビーズの上に無色透明の樹脂製の
被覆層を形成したクローズタイプと、ガラスビーズが露出したオープンタイプとがある。
【０００３】
　特許文献１には、再帰反射体とホログラムとを組み合わせて偽造防止強化を図った技術
が開示されている。この再帰反射体は、太陽光や照明の光のような様々な方向からの自然
光の下と、例えば自動車のライトのような方向性の揃えられた光の下では再帰反射体の色
調が異なって見えるという性質を利用して、交通標識や腕章、作業着等に多用されている
。また、特殊な反射光を持つものは金券、証明書等の偽造防止にも活用されている。この
偽造防止用の再帰反射体には、印刷が容易なクローズタイプの再帰反射体が用いられるこ
とが多い。
【０００４】
　特許文献２には、ガラスビーズ層や反射層を崩壊され易くして、再利用を不可能にする
ための技術が開示されている。この再帰反射体は、再帰反射体のガラスビーズ層や反射層
が崩壊すると回復が困難なことを利用し、偽装、偽装、変造を防止することなどを目的と
して箱体等の開封確認を行うために、開封確認シールとして使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２７２３００号公報
【特許文献２】特開２００３－２９０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２に示されるような再帰反射体は、箱体等に貼られた再帰反射シール等を剥離
するとガラスビーズ層が破壊されるため、再利用できなくなるというものである。しかし
、剥離する際にアルコール等の有機溶媒を使用したり加熱したりすると、再帰反射体の粘
着層の接着力が弱まり、ガラスビーズ層や反射層の破壊を伴うことなく剥離が可能となり
、再利用される虞があった。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みて案出されたもので、再帰反射体としての例えばガラスビ
ーズ層や反射層等の崩壊を検出するのではなく、ラベルシートの貼り直しが行われている
か否かを再帰反射体の表面に施された印刷層の状況を観察することで判別でき、その結果
、未開封であるか既開封であるかの状況確認ができて、物品に偽造、偽装が行われている
か否かを検査する必要性の有無を判断できる再帰反射体ラベルシート及び該再帰反射体ラ
ベルシートが固着された物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明者らは鋭意検討した結果、再帰反射体のガラスビー
ズ露出面に摩擦力に対する易破壊性を有する物質で形成される易破壊層を設けた場合、易
破壊層がわずかな力で剥がれ落ちることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明の再帰反射体ラベルシートは、基材層と、基材層の一方の面に積層さ
れ検出光が一定方向より入射するときに該検出光を同方向に再帰反射しうる再帰反射層と
、基材層の他方の面に積層され物品に粘着する粘着層と、再帰反射層の表面の少なくとも
一部に設けられた易破壊層とを備えてなり、再帰反射層は、光屈折体層と、光屈折体層を
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その表面部が露出した状態に保持する保持層と、光屈折体層の表面部と反対側の面に積層
され又は保持層の内部に積層された反射層とを有してなり、易破壊層は、摩擦力に対する
易破壊性を有する物質で形成されてなる。
　光屈折体層の具体例は、基材層に積層された熱可塑性樹脂からなる保持層の表面に一部
が埋め込み状態にかつ敷き詰め状態に保持された複数のガラスビーズである。
【００１０】
　上記構成によれば、剥離台紙を屈曲し再帰反射体ラベルシートを屈曲しないように剥離
し、かつ、易破壊層に少しでも手を振れることが無いようにして物品に貼着する。このよ
うに再帰反射体ラベルシートを貼着する場合には、摩擦力に対する易破壊性を有する物質
で形成されてなる易破壊層に、通常加わることのない力が加わらなければ、易破壊層が崩
壊してしまうことはない。
【００１１】
　ここで、易破壊層に崩壊が少しも起こらない状態に再帰反射体ラベルシートが貼着され
た物品又は物品の内部に収容されている物品について、偽物品と交換しようとする不正が
行われることがある。
【００１２】
　もし、再帰反射体ラベルシートを貼着した物品を交換する不正が行われる場合、再帰反
射体ラベルシートを真正物品から剥がして偽物品に貼り直しが行われる。また、容器本体
にＲＯＭ等を収容し蓋を被せ、容器本体と蓋との合わせ面に再帰反射体ラベルシートを被
せて貼着した物品について、万一、ＲＯＭ等を交換する不正が行われる場合、再帰反射体
ラベルシートを真正物品から剥がして偽物品に貼り直しが行われる。このときに、再帰反
射体に不用意な力が加えられたり、易破壊層が不用意に擦られたりすると、再帰反射層の
表面から易破壊層が剥がれ落ちてしまう。
【００１３】
　物品に貼着した再帰反射体ラベルシートを捲りあげて剥離するときには、再帰反射体ラ
ベルシートの易破壊層に折り曲げ力が加わり、かつ該易破壊層が摩擦力に対する易破壊性
を有する物質で形成されてなるから、該易破壊層が部分的に崩壊剥離する。特に再帰反射
体の光屈折体層の表面を擦るような力が加わった場合は、易破壊層が剥離する。
【００１４】
　そのため、真正物品に対して、万一、偽造、変造、偽装などがなされた疑いがある場合
、物品に貼着した再帰反射体ラベルシートの易破壊層の状況を観察することで、未開封で
あるか既開封であるかの状況確認ができ、易破壊層の崩壊又は脱落状態などから偽造、偽
装が行われているか否かを検出できる。易破壊層に崩壊が少しも起きていないときは、再
帰反射体ラベルシートの捲りあげが行われていない、すなわち、再帰反射体ラベルシート
の貼り直しが行われていないことが証明される。また、易破壊層に崩壊が少しでも起きて
いるときは、再帰反射体ラベルシートの捲りあげが行われている、すなわち、再帰反射体
ラベルシートの貼り直しが行われていることが証明される。したがって、ラベルシート表
面の易破壊層の有無又は脱落状態を調べることで、本発明の再帰反射体ラベルシートに力
が加えられ、物品に意図的な操作が加えられたか否かを確認できる。
【００１５】
　上記構成によれば、再帰反射体ラベルシートのガラスビーズ層や反射層等の崩壊を検出
するのではなく、再帰反射体の表面に施された易破壊層の状況を観察することで、未開封
であるか既開封であるかの状況確認ができ、そのことから偽造、偽装が行われているか否
かを検出することができる。
【００１６】
　上記構成の再帰反射体ラベルシートは、易破壊層が、自然光下で透明であるか又は反射
層が着色してなる場合にこの色と判別しにくい色を有する透明物質で形成されてなること
が好ましい。この構成にすると、再帰反射体ラベルシートを貼着した物品を交換する不正
を行おうとしても、易破壊層が形成されていることを認識できないので、再帰反射体ラベ
ルシートを剥離する際、爪や指先でシート表面の易破壊層を擦ることが多くなる。シート
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表面に爪や指先による力が加わることにより、易破壊層の崩壊が、易破壊層に接触しない
で再帰反射体ラベルシートを捲り上げた場合に比べて顕著に起こる。従って、易破壊層の
崩壊や脱落が顕著になるので、再帰反射体ラベルシートの貼り直しが行われていることが
一層明らかに確認され得る。
【００１７】
　ラベルシート表面の易破壊層の有無又は脱落状態を調べるには、強い光、例えば光学レ
ンズを介した光や方向性が揃えられた光を再帰反射体ラベルシートに当てる。すると、光
屈折体層の易破壊層が被さっていない部分では該光屈折体層に入射した光が屈折して戻っ
てくるため反射層の色が強調され、自然光の下で見える色彩より鮮やかな色彩となって見
える。一方、易破壊層が存在すると、光屈折体層で屈折し反射層で反射して戻ってきた光
が易破壊層によって偏向される。このため、易破壊層の存在する領域と易破壊層のない領
域との間にコントラストが生ずることになる。このように、再帰反射体に強い光を照射し
て易破壊層の有無を調べ、その結果に基づき、再使用行為が行われたか否かを判断するこ
とができる。
　従って、本発明によれば、検出光を放射するリーダにより検出光を走査し、透明物質の
パターンを画像表示したり、予めリーダに格納されているパターンと比較し認識させるこ
とで、易破壊層に崩壊が生じているか否か判定するような検査方法を取らず、より簡易な
検査によりラベルシート表面の易破壊層の有無又は脱落状態を調べることができる。
【００１８】
　上記構成の再帰反射体ラベルシートは、基材層と粘着層との間に、物品に粘着された状
態から剥離されることで剥離崩壊し物品の少なくとも一部に残留する剥離崩壊層を有する
ことが好ましい。この構成にすると、再帰反射体ラベルシートを貼着した物品を交換する
不正を試みて、再帰反射体ラベルシートを剥がした時点で、剥離崩壊層が剥離崩壊し再帰
反射体ラベルシートが回復不能になってしまい、貼り直しを行った再帰反射体ラベルシー
トは一目見て平滑ではなく凸凹になったことが分かる。殊に再帰反射層が存在することに
より、ラベルシートが硬くなり、剥離するためにより強い力を必要とする。したがって、
剥離崩壊層も剥離崩壊しやすくなる。すなわち、未開封であるか既開封であるかの確認が
、易破壊層の検出に加えて、再帰反射体ラベルシートの平滑度を目視検査することで容易
に判明する。また、剥離崩壊層を有する構成では、ラベルシートの合計の厚みが大きくな
るので曲り難くなって簡単には剥がし難い。このため、再帰反射体ラベルシートを剥がす
には、一層大きな力を掛ける必要があり、この力が易破壊層に作用した場合、易破壊層が
確実に崩壊脱落する。よって、偽造、偽装防止の効果が高い。
【００１９】
　上記構成の再帰反射体ラベルシートは、反射層が、光の干渉作用により構造色を生じる
ことが好ましい。構造色とは、光の波長程度の薄い膜の上面で反射する光と下面で反射す
る光が干渉して、見る角度に応じて様々な色彩を生じる現象の色である。構造色を生じる
反射層とするためには、例えば、（１）金属化合物を光の波長（３９０ｎｍ～７７０ｎｍ
）程度に薄い膜の単層とする、（２）金属化合物の光の波長程度に薄い膜を多層とする、
（３）微細な溝、突起、微粒子による光の干渉・散乱を生じさせる、ことが挙げられる。
この構成にすると、地色が迷彩になり、易破壊層が見えにくくなり、再帰反射体ラベルシ
ートを貼着した物品を交換する不正を行おうとする者が易破壊層の存在を一層気づき難く
なる。このため、偽造、偽装防止の効果が高い。
【００２０】
　上記構成の再帰反射体ラベルシートは、再帰反射層の側辺に切れ込みが設けられている
ことが好ましい。この構成にすると、剥離台紙に再帰反射体ラベルシートを残すように、
ラベルシート残余部を剥離台紙から剥がす時、再帰反射体ラベルシートにかかる力が分散
され、更には切れ込みから接着剤に含まれる溶剤の乾燥が促進され、シールが剥離シート
に強く接着するために共上がりを防止することができる。また、不正を行おうと物品に貼
着した再帰反射体ラベルシートを剥がそうとしたときには、切れ込みから切り開かれ、剥
離崩壊層に伝染して回復不能になるから、再帰反射体ラベルシートの無傷の貼り直しを行
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うことは不可であり、偽造、偽装防止の効果が高い。
【００２１】
　上記構成の再帰反射体ラベルシートは、再帰反射層が透明であり、基材層のいずれかの
表面に意匠又は文字を有してなる背景情報が形成されていることが好ましい。この構成に
すると、再帰反射体ラベルシートは、自然光の下では背景情報が見えるので、表面の易破
壊層の存在が分かりにくくなり、このため、不正を行おうとする際、表面の易破壊層を擦
って崩壊させる確率が高まり、偽造、偽装防止の効果が高い。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、再帰反射体としての例えばガラスビーズ層や反射層等の崩壊を検出す
るのではなく、ラベルシートの貼り直しが行われているか否かを再帰反射体の表面に施さ
れた印刷層の状況を観察することで判別できる。その結果、未開封であるか既開封である
かの状況確認ができ、物品に偽造、偽装が行われているか否かを検査する必要性の有無を
判断できる再帰反射体ラベルシートを提供し得ると共に、この再帰反射体ラベルシートが
固着された物品を提供することができる。また本発明によれば、再帰反射体ラベルシート
の偽物を作りにくいので、このことから偽造、偽装防止に効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図２】第２の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図３】第３の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図４】第４の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図５】第５の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図６】第６の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図７】第７の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図８】第８の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートを示す概略断面図である。
【図９】第９の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートの上面図である。
【図１０】第９の実施形態に係り、第１の実施形態に対応する再帰反射体ラベルシートに
印刷保護層を設ける一形態を示す概略断面図である。
【図１１】第９の実施形態に係り、第１の実施形態に対応する再帰反射体ラベルシートに
印刷保護層を設ける他の形態を示す概略断面図である。
【図１２】剥離台紙上に積層形成した再帰反射体ラベルシート層に対し円形ハーフカット
を付与して本発明の再帰反射体ラベルシートを整列形成しラベルシート残余部を剥離する
前のシートの状態を示す平面図である。
【図１３】ラベルシート残余部を剥離した状態を示す模式的断面図である。
【図１４】ラベルシートを制御部品の収容ケースに貼られた証明書の割封として使用した
状態を示す図である。
【図１５】ラベルシートを制御部品の収容ケース本体と蓋との合わせ面に被さるよう割封
して使用した状態を示す図である。
【図１６】ラベルシートをＣＰＵ等の制御基板やケース側面に貼付した状態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の再帰反射体ラベルシートの実施形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００２５】
（第１の実施形態）
　図１に示すように、第１の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１は、基材層１０と
、基材層１０の一方の面に積層され検出光が一定方向より入射するときに該検出光を同方
向に再帰反射しうる再帰反射層２０と、基材層１０の他方の面に積層され物品に粘着する
粘着層３０と、再帰反射層２０の表面の少なくとも一部に設けられた易破壊層４０と、基
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材層１０の粘着層３０側の表面に印刷により形成される意匠又は文字等からなる背景情報
５０を有してなる。この実施形態では、再帰反射体ラベルシート１の正面側から背景情報
５０が見えるように構成される。すなわち、再帰反射層２０と易破壊層４０と基材層１０
が透明に構成される。なお、背景情報５０は基材層１０の再帰反射層２０側の表面に設け
られても良い。反射体ラベルシート１にオリジナリティを与える場合、背景情報５０に特
定のデザインや商標、ハウスマークを用いると良い。
【００２６】
　基材層１０は、再帰反射層２０を支持する層であり、ポリエステル系樹脂、ポリオレフ
ィン系樹脂、セルロース系樹脂、アクリル系樹脂等のフィルムを用いることができる。
【００２７】
　再帰反射層２０は、光屈折体層２１と、光屈折体層２１をその表面部が露出した状態に
保持する保持層２２と、光屈折体層２１の表面部と反対側の面に積層された反射層２３と
からなる。
【００２８】
　この実施形態では、光屈折体層２１はガラスビーズを用いてなる。ガラスビーズ２１は
、保持層２２の表面側に一部が露出するように埋め込まれている。反射層２３は、この実
施形態では、無色又は有色の透明である。ガラスビーズ２１は入射した光を屈折させるた
めの球で、おおよそ下半分が保持層２２に埋没した状態で、残りの上半分が空気中に露出
した状態となっている。ガラスビーズ２１の素材は特に限定されるものではなく、ＢａＯ
－ＳｉＯ2－ＴｉＯ2系ガラス、ＢａＯ－ＺｎＯ－ＴｉＯ2系ガラスを用いることができる
。屈折率は通常用いられる１．９～２．２の範囲にあるものであれば良い。本実施形態で
はガラスビーズ２１の屈折率は１．９前後である。ガラスビーズ２１の粒径は３８μｍ～
５０μｍ又は４５μｍ～９０μｍとすることが望ましい。ガラスビーズ２１は、整列状態
に互いに密着して敷き詰められることが望ましいが、ガラスビーズ２１同士間が若干離れ
ていても良い。反射体ラベルシート１にオリジナリティを与えるために、一定ピッチで円
形あるいはハート形状の面積についてガラスビーズ２１が抜けていてもよい。
【００２９】
　保持層２２は、ガラスビーズ２１を保持し、基材層１０とガラスビーズ２１を接着して
保持する層である。保持層２２は、ガラスビーズ２１との接着性が良く、透明性の高い樹
脂、例えばポリスチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂
、フッ素樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリウレタン系樹脂、
ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスルホン樹脂などの熱可塑性樹脂を
適用することが好ましい。
【００３０】
　反射層２３は、ガラスビーズ２１の下側表面側、すなわち、ガラスビーズ２１が露出し
た面の反対側に沿って設けられ、ガラスビーズ２１へ入射した光を反射する層である。反
射層２３は無色又は有色の薄い膜であり、ここでは、自然光の照射により光の干渉作用を
利用して構造色が発生するものが採用される。反射体ラベルシート１にオリジナリティを
与える場合、反射層２３の構造色にオリジナリティを持たせることでも達成される。反射
層２３は、金属化合物、例えば、酸化チタン、酸化ビスマス、酸化ジルコニウム、酸化ケ
イ素、酸化亜鉛、硫化亜鉛及びこれらの混合物のほかアルミニウムを用いて形成すること
ができる。
【００３１】
　構造色を生じる反射層２３は、例えば、以下に示す可視域における光の屈折率の高い金
属化合物と低い化合物とを交互に積層することにより製造することができる。
〔光の屈折率の高い金属化合物〕
　　硫化亜鉛（ＺｎＳ）：２．４０
　　酸化チタン（ＴｉＯ2）：２．７１（ルチル構造体）、２．５２（アンターゼ構造体
）
　　酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ、Ｉｎ2Ｏ3）：２．００
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　　酸化スズ（ＳｎＯ、ＳｎＯ2）：１．９０
　　酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）：２．４０
　　アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）：１．７６
　　酸化マグネシウム（ＭｇＯ）：１．７４
〔光の屈折率の高い金属化合物〕
　　フッ化カルシウム（ＣａＦ2）：１．４４
　　フッ化マグネシウム（ＭｇＦ2）１．３８
　　フッ化ナトリウム（ＮａＦ）：１．２９
　　酸化珪素（ＳｉＯ2）：１．４６
【００３２】
　反射層２３の層厚は、膜の上面で反射する光と下面で反射する光が干渉する範囲、多層
の場合は３００～６００ｎｍで選択することが好ましい。多層の総層厚が３００ｎｍより
薄いと、干渉光が鈍く、６００ｎｍよりも厚いと、所望の構造色が得られなかったり、外
観色が白濁したりする。一つの層の厚さは、１００～２００ｎｍの範囲内が好ましい。ま
た、一つの層厚の範囲の中でグラデーションをつけることが好ましい。単層で構造色を呈
するようにするためには、上述した金属化合物の薄膜とすればよい。単層の場合、膜厚は
１００～６００ｎｍの範囲が好ましく、この層厚の範囲内でグラデーションをつければよ
い。
【００３３】
　粘着層３０は、透明性の高い粘着剤を用いて形成することが好ましい。例えば、ポリエ
ステル系粘着剤、アクリル系粘着剤、ウレタン系粘着剤、酸化ビニル系粘着剤を挙げるこ
とができる。なお、粘着層３０の下面には使用前に剥がして粘着層３０を露出する剥離シ
ート（不図示）をさらに張り付けてもよい。
【００３４】
　易破壊層４０は、摩擦力に対する易破壊性を有する物質で形成されてなる。この物質の
厚さは０．５～５μｍ未満であることが好ましく、さらに１～３μｍ以下の範囲であるこ
とが好ましい。摩擦力に対する易破壊性を有する物質による易破壊層４０は、インクを用
いることができる。このインクの成分は、例えば、色料として染料のみを使用することが
望ましい。バインダ樹脂として水溶性ポリマーやエマルジョン樹脂を含む水性インクが挙
げられる。水溶性ポリマーとして例えばポリビニルアルコール、ポリエチレンオキサイド
、ポリアクリル酸ナトリウムを使用することができ、エマルジョン樹脂としては、酢酸ビ
ニルエマルジョン、エチレン酢酸ビニルエマルジョン、アクリルエマルジョン、アクリル
スチレンエマルジョン、塩化ビニリデンエマルジョンを用いることができる。このインク
として、例えば、マーカーでボードに文字を書いて、乾いた後に擦ると容易に剥脱するイ
ンクが挙げられる。易破壊層４０は、各種の印刷方法により行うことができる。この実施
形態では、易破壊層４０は、更に自然光下で透明であるか又は反射層が着色してなる場合
にこの色と判別しにくい色を有する透明物質で形成されている。
【００３５】
　背景情報５０は、再帰反射層が透明であり、基材層１０のいずれかの表面に意匠又は文
字を有してなる。自然光の下では、背景情報５０が見える構成であるから、易破壊層４０
が見えにくくするためのデザインを採用し、あるいは、証明力を持たせるマークや商標を
採用することができる。再帰反射体ラベルシート１に強い光を当てると、透明である再帰
反射層２０が再帰反射機能により全面反射し、このとき、この背景情報５０は見えなくな
る。従って、ガラスビーズを設けない小さなデザインが存在するように、再帰反射層２０
の反射層２３一部を抜いておくと、全面反射から漏れる部分に背景情報５０が見えて、隠
し広告やその他の目印として利用できる。
【００３６】
　上記構成によれば、摩擦力に対する易破壊性を有するインクで形成されてなる易破壊層
に、通常加わることのない力が加わらなければ、易破壊層４０が崩壊してしまうことはな
い。剥離台紙を屈曲し再帰反射体ラベルシートを屈曲しないように剥離し、かつ、易破壊
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層を強く擦ることが無いように物品に貼着する。再帰反射体ラベルシートを貼着した物品
を交換する不正を行おうとする場合、再帰反射体ラベルシートを真正物品から引き剥がし
て偽物品に貼り直しが行われ、引き剥がすときに、易破壊層が剥離する。そこで、易破壊
層の状況を観察することで、未開封であるか既開封であるかの状況確認ができ、そのこと
から偽造、偽装が行われているか否かを検出できる。
【００３７】
　上述した第１の実施形態の再帰反射体ラベルシート１は、自然光の下では、易破壊層４
０と再帰反射層２０と基材層１０とを通して、背景情報５０が見えるように構成したが、
反射層２３を不透明にした構成としてもよく、この場合には、背景情報５０を設けない。
また、易破壊層４０を透明インクで形成したが、不透明インクで形成しても良い。この場
合は、反射層２３を着色し、この色と判別しにくい色を有する透明インクで易破壊層４０
を形成することが好ましい。
【００３８】
（第２の実施形態）
　図２に示すように、第２の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１Ａは、基材層１０
と、基材層１０の一方の面に積層され透明であり検出光が一定方向より入射するときに該
検出光を同方向に再帰反射しうる再帰反射層２０Ａと、基材層１０の他方の面に積層され
物品に粘着する粘着層３０と、再帰反射層２０Ａの表面の一部に設けられた易破壊層４０
と、基材層１０の粘着層３０側の表面に意匠又は文字等からなる背景情報５０を有してな
る。
　再帰反射層２０は、ガラスビーズを敷き詰めた光屈折体層２１と、光屈折体層２１をそ
の表面部が露出した状態に保持する保持層２２と、光屈折体層２１の表面部と反対側の面
に積層され又は保持層３２の内部に積層された反射層２３Ａとからなる。易破壊層４０は
、摩擦力に対する易破壊性を有するインクで形成されてなり、かつ自然光下で透明である
か又は反射層が着色してなる場合にこの色と判別し難い色を有する透明インクで形成され
てなる。
【００３９】
　この再帰反射体ラベルシート１Ａは、反射層２３Ａが第１の実施形態とは異なっている
。反射層２３Ａはガラスビーズ２１の焦点位置に設けるものであり、焦点位置はガラスビ
ーズ２１の屈折率により決まる。本実施形態では、ガラスビーズ２１の屈折率が２．２前
後であるので、反射層２３Ａがガラスビーズ２１から離れて保持層２２中に埋設されてい
る。
　その他の構成は、第１の実施形態と同一に付き、対応する構成要素の符号を付して説明
を省略する。作用・効果も第１の実施形態と同一である。
【００４０】
（第３の実施形態）
　図３に示すように、第３の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１Ｂは、基材層１０
と、基材層１０の一方の面に積層され透明であり検出光が一定方向より入射するときに該
検出光を同方向に再帰反射しうる再帰反射層２０と、基材層１０の他方の面に積層され物
品に粘着する粘着層３０と、基材層１０と粘着層３０との間に形成された剥離崩壊層６０
と、再帰反射層２０の表面の一部に設けられた易破壊層４０と、基材層１０の粘着層３０
側の表面に意匠又は文字等からなる背景情報５０と、を有して構成されている。再帰反射
層２０は、第１の実施形態と同様の構成であり、ガラスビーズを敷き詰めた光屈折体層２
１と、光屈折体層２１をその表面部が露出した状態に保持する保持層２２と、光屈折体層
２１の表面部と反対側の面に積層され又は保持層３２の内部に積層された反射層２３とか
らなっている。
【００４１】
　この再帰反射体ラベルシート１Bは、剥離崩壊層６０を有していることが第１の実施形
態とは異なっている。剥離崩壊層６０は、複数の薄い層膜が弱い接着力で積層されてなり
、横からのせん断力が加わると界面剥離が容易に生じて層膜間が解離するように構成され
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た層である。ここでは、層膜間が解離する部分がラベルシートの周縁を除く部分に存在す
る。
　その他の構成は、第１の実施形態と同一に付き、対応する構成要素の符号を付して説明
を省略する。作用・効果も第１の実施形態と同一である。
【００４２】
　剥離崩壊層６０は、再帰反射体ラベルシート１Ｂが物品（不図示）に粘着された状態か
ら剥離されることで剥離崩壊し物品（図示せず）の少なくとも一部に残留する層である。
　この構成によれば、再帰反射体ラベルシートを貼着した物品を交換する不正を行おうと
する際、再帰反射体ラベルシートを剥がした時点で、再帰反射体ラベルシートが回復不能
になってしまったことが分かる。貼り直しが行われた場合には、易破壊層４０の崩壊脱落
だけでなく再帰反射体ラベルシート１Ｂの表面が平滑ではなく明らかに視認できる凹凸を
呈するので、易破壊層４０及び剥離崩壊層６０の状況を観察することで、未開封であるか
既開封であるかの状況確認ができ、そのことから偽造、偽装が行われているか否かを検出
できる。
【００４３】
（第４の実施形態）
　図４に示すように、第４の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１Ｃは、基材層１０
と、基材層１０の一方の面に積層され透明であり検出光が一定方向より入射するときに該
検出光を同方向に再帰反射しうる再帰反射層２０Ａと、基材層１０の他方の面に積層され
物品に粘着する粘着層３０と、基材層１０と粘着層３０との間に形成された剥離崩壊層６
０と、再帰反射層２０Ａの表面の一部に設けられた易破壊層４０と、基材層１０の粘着層
３０側の表面に意匠又は文字等からなる背景情報５０と、を有して構成されている。
　再帰反射層２０は、第２の実施形態と同様の構成であり、ガラスビーズを敷き詰めた光
屈折体層２１と、光屈折体層２１をその表面部が露出した状態に保持する保持層２２と、
基材層１０の表面部に積層された反射層２３Ａとからなる。
【００４４】
　この再帰反射体ラベルシート１Ｃは、剥離崩壊層６０を有していることが第２の実施形
態とは異なっている。その他の構成は、第２の実施形態と同一に付き、対応する構成要素
の符号を付して説明を省略する。作用・効果は第３の実施形態と同一である。
【００４５】
（第５～第８の実施形態）
　第５～第８の実施形態を図５～図８に示す。図５に示す第５実施形態の再帰反射体ラベ
ルシート１Ｄは、再帰反射層２０Ｄの光屈折体層２１Ｄが第１実施形態とは相違している
。図６に示す第６実施形態の再帰反射体ラベルシート１Ｅは、再帰反射層２０Ｅの光屈折
体層２１Ｅが第２実施形態とは相違している。図７に示す第７実施形態の再帰反射体ラベ
ルシート１Ｆは、再帰反射層２０Ｆの光屈折体層２１Ｆが第３実施形態とは相違している
。図８に示す第８実施形態の再帰反射体ラベルシート１Ｇは、再帰反射層２０Ｇの光屈折
体層２１Ｇが第４実施形態とは相違している。
　これら光屈折体層２１Ｄ～２１Ｇは、ガラスビーズではなく、両面に凸状球面を配列し
た成形光学体であり、実質的に、ガラスビーズを正列状に敷き詰めてなる再帰反射層と同
一の機能が得られる。その他の構成は、対応する実施形態と同一なので同一の符号を付し
て説明を省略する。
【００４６】
（第９の実施形態）
　図９は、第９の実施形態に係る再帰反射体ラベルシートの上面図を示すもので、この再
帰反射体ラベルシートは、上述した第１～第８の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート
１，１Ａ～１Ｇについて、再帰反射層の表面の周囲に印刷保護層７０を設けたものである
。図１０には、図１に示す第１の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１の易破壊層４
０がラベルシート周辺部に及んで形成されている場合が示され、この再帰反射体ラベルシ
ート１では、印刷保護層７０が易破壊層４０の上に重ねて設けられている。図１１には、
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図１に示す第１の実施形態に係る再帰反射体ラベルシート１の易破壊層４０がラベルシー
ト周辺部から離れて形成されている場合が示され、この再帰反射体ラベルシート１では、
印刷保護層７０が再帰反射層２０の上に重ねて設けられている。印刷保護層７０は、第２
～第８の実施形態にかかる再帰反射体ラベルシート１，１Ａ～１Ｇについても同様に設け
ることができる。
【００４７】
　印刷保護層７０は、剥離台紙上に再帰反射体ラベルシートを配列状態に備えたシートが
搬送時等に重ねられたりして、加えられた力等によって易破壊層４０が崩壊することを防
止するために有効である。印刷保護層７０を形成することで、易破壊層４０に正当な取扱
者が取り扱い上不用意に触れてしまうことを回避できるので偽造行為や偽装発見の精度を
向上させることが可能になる。
【００４８】
　印刷保護層７０は、印刷インキ又は熱可塑性樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂としては、
例えばポリスチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂、フ
ッ素樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリ
オレフィン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスルホン樹脂などがある。印刷保護層７
０を設けることにより、易破壊層４０は厚みを増し、崩落し難くなる。印刷保護層７０は
、易破壊層４０との合計で５μｍ以上の厚さを有することが望ましい。
【実施例１】
【００４９】
　反射層に光が反射されたときに見える色調を赤色とした再帰反射体の表面（ガラスビー
ズの露出面）に東洋インキ製ＦＤカルトンＡＣＥマットＯＰニスで成る透明インキを用い
、活版印刷により透光性文字「Ｓａｍｐｌｅ」の易破壊層を形成した。易破壊層は、厚さ
３μｍと５μｍの２種類とした。
　層厚の異なるそれぞれの易破壊層を有する再帰反射体層を直径１ｃｍの円形に打抜き、
再帰反射体ラベルシートとして箱体に貼り付けた。この再帰反射体ラベルシートの文字「
Ｓａｍｐｌｅ」は、自然光の下では見え難いが、強い光を照射したところ、文字「Ｓａｍ
ｐｌｅ」が浮かび上がって見えた。次いで、シールを箱体から剥ぎ取り、再度、箱体に貼
り付け、強い光を照射してシールを観察した。厚さ３μｍの易破壊層を有するシールの場
合、「Ｓａｍｐｌｅ」の文字が削り取られており、文字が削り取られた領域では、「Ｓａ
ｍｐｌｅ」の文字がほとんど読み取れないような崩れた状態で浮かび上がって見えた。一
方、厚さ５μｍの易破壊層を有するシールの場合、「Ｓａｍｐｌｅ」の文字がくっきり浮
かび上がって見えた。なお、この観察は２０回の繰り返しを行ったが、いずれも同じ結果
であった。
【実施例２】
【００５０】
　再帰反射体（反射層に光が反射されたときに見える色調は赤色）のガラスビーズ上に、
反射層に光が反射されたときに見える色調と異なる色調の有色透明インキ（東洋インキ製
ＦＤカルトンＡＣＥマットＯＰニス＋桜宮化学製マイクロリスブルー（全量に対して３％
））で文字「Ｓａｍｐｌｅ」を印刷した。
　得られた有色易破壊層を有する再帰反射体を直径１ｃｍの円形に打抜き、再帰反射体ラ
ベルシートとして箱体に貼り付けた。
　実施例１と同様に、シールの剥ぎ取り試験を行った。「Ｓａｍｐｌｅ」の文字が削られ
たことは自然光の下でわずかに確認できる程度であったが、強い光を照射したところ反射
層の色が強調され、さらに「Ｓａｍｐｌｅ」の文字が崩れていることがはっきり確認でき
た。なお、この観察は２０回の繰り返しを行ったが、いずれも同じ結果であった。
【実施例３】
【００５１】
　再帰反射体（反射層に光が反射されたときに見える色調は見る角度によりレインボー色
に変化するいわゆる構造色）の表面（ガラスビーズの露出面）に暖色系有色透明インキで
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活版印刷により厚さ３μｍで文字「Ｓａｍｐｌｅ」の易破壊層を形成した。
　易破壊層を有する再帰反射体を直径１ｃｍの円形に打抜き、再帰反射体ラベルシートと
して箱体に貼り付けた。この再帰反射体の文字「Ｓａｍｐｌｅ」は、自然光の下でわずか
に確認できる程度であった。強い光を照射したところ、文字「Ｓａｍｐｌｅ」は、再帰反
射体の反射層の構造色が暖色系に見えたときには確認できなくなり、再帰反射体を傾けて
反射層が暖色系以外の色調に見えた際には確認できた。次いで、シールの剥ぎ取り試験を
行って、強い光を照射してシールを観察したところ、「Ｓａｍｐｌｅ」の文字が削られた
領域では、反射層の構造色が暖色系以外の色調に見えたときには、文字が崩れた状態で浮
かび上がって見えた。なお、この観察は２０回の繰り返しを行ったが、いずれも同じ結果
であった。
【実施例４】
【００５２】
　実施例３の再帰反射体のガラスビーズ上に、暖色系有色透明インキ（東洋インキ製ＦＤ
カルトンＡＣＥマットＯＰニス＋桜宮化学製マイクロリスレッド（全量に対して３％）で
星型のマークを、さらに実施例１で用いた透明インキにより文字「Ｓａｍｐｌｅ」をそれ
ぞれ厚さ３μｍで印刷した。
　得られた二種類の印刷を有する再帰反射体を直径１ｃｍの円形に打抜き、再帰反射体ラ
ベルシートとして箱体に貼り付けた。この再帰反射体ラベルシートは、自然光の下では星
型のマークのみが見えていた。次いで、シールの剥ぎ取り試験を行った。
　強い光を照射してシールを観察したところ、構造色が強調されており、かつ「Ｓａｍｐ
ｌｅ」の文字が削られた領域では、「Ｓａｍｐｌｅ」の文字はほとんど読み取れないよう
な崩れた状態で浮かび上がって見えた。また、反射層の構造色が暖色系以外の色調に見え
たときには星型のマークが崩れた状態で浮かび上がって見えた。なお、この観察は２０回
の繰り返しを行ったが、いずれも同じ結果であった。
【００５３】
　続いて、本発明の再帰反射体ラベルシートの製造方法を簡単に説明する。ここでは、ガ
ラスビーズ上に易破壊層を有する再帰反射体ラベルシートについて説明する。
　再帰反射体ラベルシートの製造工程は、基本的にはガラスビーズの固定工程、反射層の
形成工程、基材層の貼り付け工程、フィルム剥離工程とからなる。以下に具体的な製造方
法を説明する。
（１）反射層が単層の再帰反射体ラベルシートの製造
　ＰＥＴフィルム等のフィルムの上面に、ポリエチレン樹脂を塗布し、その上に整列状に
ガラスビーズを散布し、乾燥する。これにより、ガラスビーズの下半球をポリエチレン樹
脂中に埋没させる（ガラスビーズの固定工程）。次に、露出したガラスビーズの上面に金
属化合物の薄膜を１００～６００ｎｍの範囲内で蒸着させる（反射層の形成工程）。そし
て、剥離シートに粘着層を介し積層された基材層にポリエチレン樹脂を塗布しこれを保持
層としこの保持層と、上記の反射層に貼りあわせ（基材層貼り付け工程）、最後にＰＥＴ
フィルム等のフィルム及びポリエチレン樹脂を剥離する（フィルム剥離工程）。
　ガラスビーズの表面には凹凸があるため、金属化合物の薄膜の厚さに変動が生じ、グラ
デーションがつけられる。
【００５４】
（２）反射層が多層の再帰反射体ラベルシート
　ＰＥＴフィルム等のフィルムの上面にポリエチレン樹脂を塗布して、その上にガラスビ
ーズを散布し、乾燥してガラスビーズの下半球をポリエチレン樹脂中に埋没させる（ガラ
スビーズの固定工程）。次に、露出したガラスビーズ上面に複数の金属化合物の薄膜（１
００～２００ｎｍの範囲）を蒸着させて、多層の反射層とする（反射層の形成工程）。そ
して、剥離シートに粘着層を介して積層された基材層にポリエチレン樹脂を塗布しこれを
保持層とし、この保持層と、上記の反射層に貼りあわせ（基材層貼り付け工程）、最後に
ＰＥＴフィルム等のフィルム及びポリエチレン樹脂を剥離する（フィルム剥離工程）。
【００５５】
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　得られたガラスビーズ上に易破壊層を有する再帰反射体ラベルシートを特定の形、例え
ば、円形状のラベルシートとする場合には、円形状のラベルシート１だけが剥離シート８
０上に整列したシートとする（図１２参照）。ラベルシートだけが剥離シート８０上に残
った再帰反射体ラベルシート１は、ガラスビーズ２１上にラベルシート形状の切れ込み８
１を入れ、円形状ラベルシート残余部９３だけを剥離することで得ることができる。
　しかし、ラベルシート残余部９３を剥離する際（シール滓上げ）、ラベルシート残余部
９３とラベルシート１が一緒に剥離してしまう（以下「共上がり」という。）ことが起こ
る。共上がりを防止するためには、図１２に示すように、ラベルシート１の側辺にラベル
シート残余部９３に跨った切れ込み８１を備える。切れ込み８１は、ラベルシート１の周
縁でお互いが対角するように設けられる。この切れ込み８１は、再帰反射体ラベルシート
の表面から再帰反射層２０まで入れるハーフカットとする。
【００５６】
　このような再帰反射体ラベルシート１とラベルシート残余部９３に跨った切れ込み９２
を備えることで、切れ込みから接着剤に含まれる溶剤の乾燥が促進され、ラベルシート残
余部９３を剥離台紙８０から剥がす時、再帰反射体ラベルシート１に掛かる力が分散され
、再帰反射体ラベルシート１が剥離台紙８０に強く接着するために共上がりを防止するこ
とができる。さらに、切れ込み８１は、再帰反射体ラベルシート１の貼り直しに対して易
引き裂き性を有し、貼り直しに対して回復性がないから、開封確認効果がある。
【００５７】
　切れ込み９１とラベル打抜きカット９２を入れて再帰反射体ラベルシート１を打抜くた
めの歯は、例えば、トムソン刃やロータリー刃などが使用できる。
【００５８】
　次に、上記第１～第９の再帰反射体ラベルシートのいずれかが固着された物品について
説明する。
　再帰反射体ラベルシートが固着された物品は、偽造防止物品であるか又は該偽造防止物
品を収容した収容体物品を挙げることができる。例えば、パチンコ機或いはパチスロ機等
の遊技機においては、出玉の確率がＰＲＯＭ等に書き込まれていて、このＰＲＯＭ等は、
箱に収容されていて簡単には触れることができないようになっている。ＰＲＯＭを交換し
て出玉の確率を上げる不正を行うことを防止するために、ＰＲＯＭ等自体に又はＰＲＯＭ
等を収容している箱に、再帰反射体ラベルシートを設けることで、偽造、偽装が行われて
いるか否かを検査する必要性の有無を判断できる。
【００５９】
　ＰＲＯＭ等自体に再帰反射体ラベルシートを貼り付けた場合には、不正なＰＲＯＭ等と
交換し、かつ再帰反射体ラベルシートを貼り直す必要がある。また、ＰＲＯＭ等を収容し
ている箱本体と蓋との合わせ面に被さるように再帰反射体ラベルシートを貼り付けた場合
には、再帰反射体ラベルシートを剥がし、蓋を開けて不正なＰＲＯＭ等と交換し、再び箱
本体と蓋との合わせ面に被さるように再帰反射体ラベルシートを貼り付ける必要がある。
　本発明の再帰反射体ラベルシートは、貼り直しが行われると、易破壊層が破壊される。
また、剥離崩壊層がある場合には剥離崩壊層も剥離崩壊されるから、貼り直しを行ったこ
とが直ちに判明する。従って、未開封であるか既開封であるかの状況確認ができ、または
物品が交換されたか否かの状況確認ができる。
【００６０】
　再帰反射体ラベルシートを貼り付ける物品としては、遊技機の制御基板ユニットの基板
ケースに収容された制御基板、基板ケース、ＰＲＯＭ等の電子部品、ケースに貼られてい
る証明書に対する割封等を挙げることができる。
【００６１】
　図１４には、不正交換の対象となる制御部品を収容するケース１０１に貼られている証
明書１０１に対する割封１０２を設けたところが示されている。割封１０２について、再
帰反射体ラベルシート１０２を用いている。なお、この例に示すように、再帰反射体ラベ
ルシート１０２の背景情報５０を証明内容とし、割封１０２は、普通のシールを用いても
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【００６２】
　図１５には、不正交換の対象となる制御部品を収容するケース本体１０４と蓋１０５と
の合わせ面に被さるように再帰反射体ラベルシート１０６が割封として貼られているとこ
ろが示されている。
【００６３】
　図１６には、不正交換の対象となるＣＰＵ１０７やＲＯＭ１０８等を備えた制御基板１
０９に第１の再帰反射体ラベルシート１１０が貼られ、下ケース１１１に制御基板１０９
を載せ、第２の再帰反射体ラベルシート１１２が側面に貼られた上ケース１１３を被せ、
下ケース１１１と上ケース１１３をボルトで連結するところが示されている。この例では
、第２の再帰反射体ラベルシート１１２は、組み付け状態では、下ケース１１１の側面と
上ケース１１３の側面との間に位置することになる。なお、この例で、第１の再帰反射体
ラベルシート１１０をＣＰＵ１０７の上に貼ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明に係る易破壊層を有する再帰反射体ラベルシートを、例えば遊技機の基板収納ケ
ースの開封防止シールとすることで、不正に開封すればその痕跡を残すことになるので、
不正の未然防止として効果的に利用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１,１Ａ～１Ｇ　　　再帰反射体ラベルシート
　１０　　　基材層
　２０,２０Ａ～２０Ｇ　　　再帰反射層
　２１　　　ガラスビーズ
　２１Ｄ～２１Ｇ　　　光屈折体層
　２２　　　保持層
　２３,２３Ａ　　　反射層
　３０　　　粘着層
　４０　　　易破壊層
　５０　　　背景情報
　６０　　　剥離崩壊層
　７０　　　印刷保護層
　８０　　　剥離台紙
　９１　　　切れ込み
　９２　　　ラベル打抜きカット
　９３　　　ラベルシート残余部
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